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回次
第23期

第１四半期累計期間
第22期

会計期間
自2022年10月１日
至2022年12月31日

自2021年10月１日
至2022年９月30日

売上高 （千円） 312,064 1,162,160

経常利益 （千円） 182,893 596,801

四半期（当期）純利益 （千円） 127,625 412,231

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 473,500 473,500

発行済株式総数 （株） 14,195 14,195

純資産額 （千円） 2,377,303 2,287,681

総資産額 （千円） 2,695,132 2,685,109

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 10.07 30.96

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － －

１株当たり配当額 （円） － 3,000.00

自己資本比率 （％） 88.2 85.2

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

３．当社は、第22期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第22期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

４．当社は、2023年１月24日開催の臨時取締役会決議により、2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株

の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四

半期（当期）純利益を算定しております。

５．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰ

の部）に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第

１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行ってお

りません。

(１）経営成績の状況

　当第１四半期累計期間（2022年10月１日から2022年12月31日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイル

ス感染症に関する行動制限の解除等から緩やかに持ち直しつつある状況ではありましたが、新型コロナウイルス

第８波等による感染再拡大やウクライナ情勢に起因した世界的な資源及び原材料価格の高騰、更には、約32年ぶ

りとなる１ドル＝150円台を付けた急激な円安に起因する輸入品価格の上昇等も加わり、景気の先行きは依然とし

て不透明な状況が続いております。

　衛星測位分野のビジネス環境は、引き続き未来に向かって大きく変化してきている状況にあり、ビジネスの多

様化・競争は一層活発化してきておりますが、世界的な半導体不足の影響により測量機器の調達に若干影響が残

る形となっております。

　このような状況下において、当社は、当第１四半期累計期間においてもＧＮＳＳ補正情報配信サービス等を事業

ドメインの中核として、高精度の位置補正データを、高品質かつ安定的に、また、高付加価値のサービスとして展

開するビジネスに邁進しております。引き続き、継続的な事業拡大と企業体質の強化に取り組み、配信を停止しな

いシステムの増強、運用強化、移動体実験、レンタル会社や道路会社、ゼネコン等への積極的な提案外交を進め、

ドローンサービス、ＩＴ農業分野での連携強化等のサービス展開等を行っております。

　業績面においては、一般測量分野においては、当第１四半期累計期間中の12月中旬からクリスマス前後にかけて

冬型の気圧配置の影響で、北日本・日本海側中心に予想を超える豪雪と寒波が襲来し、当社の補正データをご利用

になるお客様が物理的に屋外での活動に制限が出てしまうなどの影響もありましたが、四半期を通しては、新規顧

客件数、お客さまの利用時間並びに定額制でご利用いただけるお客さまの数は順調に増加いたしました。情報化施

工関連は、引き続き、国土交通省が推進する情報化施工推進戦略による拡大傾向が続いており、大手携帯キャリア

の参入等による懸念材料も残ってはおりますが、当社においては、豪雪と寒波の影響を除いては、お客さまのサー

ビス利用時間等には影響なく、レンタル会社等向けの取扱いに関してはユーザー数や利用時間ともに引き続き順調

に拡大しております。その結果、売上高は312,064千円、営業利益は182,869千円、経常利益は182,893千円、四半

期純利益は127,625千円となりました。

　なお、セグメント別の業績につきましては、当社はＧＮＳＳ補正情報配信サービス等事業の単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。

(２）財政状態の状況

（資産）

　資産総額は前事業年度末と比べて10,022千円増加し、2,695,132千円となりました。これは主に、流動資産のう

ち現金及び預金が34,783千円増加し、固定資産のうち、有形固定資産が主に減価償却により11,780千円減少、投資

その他の資産が8,692千円減少したためであります。

（負債）

　負債総額は前事業年度末と比べて79,599千円減少し、317,828千円となりました。これは主に、流動負債のう

ち、未払法人税等が63,492千円減少、未払消費税等が10,272千円減少したためであります。

（純資産）

　純資産額は前事業年度末と比べて89,621千円増加し、2,377,303千円となりました。これは四半期純利益を

127,625千円計上したことによる増加と配当金の支払38,004千円の減少によるものであります。

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありませ

ん。
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（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000

計 20,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（注）2023年１月24日開催の臨時取締役会決議により、株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は

55,980,000株増加し、56,000,000株となっております。

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2022年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2023年３月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,195 14,195,000 非上場 （注）１、２、３、４

計 14,195 14,195,000 － －

②【発行済株式】

(注)１．当社は、2023年１月24日開催の臨時取締役会決議により、2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株とす

る株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数が14,180,805株増加して14,195,000株となっており

ます。

　　２．2023年２月９日開催の臨時株主総会決議により、2023年２月９日付で１単元を100株とする単元株制度を採用し

ております。

　　３．2023年２月９日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い株式の譲渡制限を削除しております。

　　４．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

決議年月日 2022年11月24日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　２

当社従業員　９

新株予約権の数（個） 400　(注)４

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　400　[400,000]　(注)４、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 220,000　[220]　(注)５、６

新株予約権の行使期間 自　2024年12月1日　　至　2031年12月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価

格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　　220,000　[220]

資本組入額　　　110,000　[110]　(注)６

新株予約権の行使の条件 (注)１

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第５回新株予約権　2021年12月22日株主総会決議（2022年11月開催の取締役会決議）

　※　　第５回新株予約権発行時（2022年11月30日）における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日現

在（2023年３月13日）にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[]内に記載しており、そ

の他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。

(注)１．新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について以下に定める取得条項に該当する

事由が発生していないことを条件とする。ただし、取締役会の決議により特に認められた場合はこの限りではな

い。
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　　　・当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案

もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、存続会社又は当社の完全親会社が新株予約権に係

る義務を承継するときを除き、当社は、残存する新株予約権全部を無償で取得することができる。

　　　・新株予約権者が次の①ないし③のいずれの身分とも喪失した場合、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予

約権全部を無償で取得することができる。

　　　　①　当社の取締役又は監査役

　　　　②　当社の使用人

　　　　③　顧問、アドバイザー、コンサルタントその他の名目の如何を問わず当社との間で委任請負等の継続的な契約

関係にある者

　　　・新株予約権者につき、次の①ないし⑪のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該新株予約権者が

保有する新株予約権全部を無償で取得することができる。

　　　　①　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合

　　　　②　新株予約権者が死亡した場合

　　　　③　新株予約権者が割当を受けた新株予約権の一部又は全部を当社の取締役会の承認を得ずに、譲渡、質入その

他の処分をした場合

　　　　④　新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合

　　　　⑤　新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、又はその役員もしくは使用人

に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除

く。

　　　　⑥　新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社の信用を損ねた場合

　　　　⑦　新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を

受けた場合

　　　　⑧　新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、又は振出しもしくは引受けた手形もしくは小切手が不渡

りとなった場合

　　　　⑨　新株予約権者につき破産その他これらに類する手続き開始の申立てがあった場合

　　　　⑩　新株予約権者につき解散の決議が行われた場合

　　　　⑪　新株予約権者が新株予約権の要項又は新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

　　　・新株予約権者が当社の取締役もしくは監査役又は使用人の身分を有する場合（新株予約権発行後に係る身分を有

するに至った場合を含む）において、次の①又は②のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は当該新株

予約権者が保有する新株予約権全部を無償で取得することができる。

　　　　①　新株予約権者が当社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

　　　　②　新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合

　　　・新株予約権の相続人は、本新株予約権を行使することができない。

　　　・各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使することはできないものとする。

　　２．譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。本新株予約権の質入その他の処分は、これ

を認めない。

　　３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点におい

て、残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号の３イか

らホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約

（以下「合併契約等」という。）において定めた場合に限るものとする。交付する新株予約権の条件について

は、合併契約等において定める。

　　４．当社が、新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権１個当たりの目的た

る株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で行使又は消却され

ていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとし、かつ、調整の結果１株未満の端数が生

じた場合にはこれを切り捨てる。

　　　　　　　　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　　　　当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、新株予約権の目的たる株式

の数について、当社は合理的な範囲で適切に必要と認める調整を行うものとする。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

　　５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　１）新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとする。調整

後の行使価額は、株式分割の場合には株主割当日の翌日以降、株式併合の場合にはその効力発生のとき以降、こ

れを適用する。

　　　２）新株予約権発行後、本項第５号①もしくは②に掲げる事由が生ずる場合又はその可能性がある場合は次の行使

価額調整式をもって行使価額を調整するものとする。

　　　　なお、上記算式における「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控

除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものと

する。

　　　３）行使価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第1 位まで算出し、小数第１位を四捨五入する。

行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、株主割当日がない場合は調整後の

行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数とする。

　　　４）行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後速やかに、新株予約権者に対して、その旨並びに

その事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知する。

　　　５）本項第２号に定める行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期は次の

①又は②に定めるところによる。

　　　　①行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有

する当社株式を移転等処分する場合

　　　　　調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、又は株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

　　　　②行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額を新株１株の発行価額とする　当社普通株式の新株予

約権又は新株予約権を付与された証券を発行する場合

　　　　　調整後の行使価額は、その新株予約権若しくは証券の発行日、又は株主割当日がある場合はその日に、発行さ

れる新株予約権若しくは証券の全ての行使がなされたものとみなし、行使価額調整式における「１株当たり

払込金額」として新株予約権の行使により発行される新株１株の発行価額を使用して計算される額とし、そ

の発行日の翌日以降又は割当日の翌日以降これを適用する。

　　　６）上記５号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合には、当社は対象者に対して、あらかじめその旨

並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項 を通知したうえ、行使価額の調整を適切に

行うものとする。

　　　　①合併、株式交換、株式移転、会社分割、若しくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき

　　　　②前号のほか、当社の発行済株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要

とするとき

　　　　③いずれかの新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場

合を除く

　　６．当社は、2023年１月24日開催の臨時取締役会決議により、2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株の株

式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整

されております。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年10月１日～

2022年12月31日
－ 14,195 － 473,500 － 137,500

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 2023年１月24日開催の臨時取締役会決議に基づき、2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を行

っております。これにより発行済株式総数は14,180,805株増加し、14,195,000株となっております。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

2022年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　1,527
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　12,668 12,668

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 14,195 － －

総株主の議決権 － 12,668 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）2023年１月24日開催の臨時取締役会決議により、2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株とする株式分割

を行うとともに、2023年２月９日開催の臨時株主総会決議により、2023年２月９日付で１単元を100株とする単元

株制度を採用しております。これに伴い、提出日現在において、完全議決権様式（自己株式等）は、1,527,000

株、完全議決権様式（その他）の株式数は普通株式12,668,000株、議決権の数は126,680個、発行済株式総数の株

式数は14,195,000株、総株主の議決権の議決権の数は126,680個となっております。

2022年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ジェノバ
東京都千代田区神田須田町

一丁目34番地4
1,527 － 1,527 10.8

計 － 1,527 － 1,527 10.8

②【自己株式等】

(注) 2023年１月24日開催の臨時取締役会決議により、2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株とする株式分割を

行っております。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第216条第6項の規定に基づき、第１四半期会計期間

（2022年10月１日から2022年12月31日まで）及び第１四半期累計期間（2022年10月１日から2022年12月31日まで）に

係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

　当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2022年9月30日）

当第１四半期会計期間
（2022年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,355,403 2,390,186

売掛金 105,025 106,693

商品 27,411 24,390

前払費用 18,379 16,958

その他 575 500

貸倒引当金 △315 △309

流動資産合計 2,506,480 2,538,419

固定資産

有形固定資産 119,174 107,394

無形固定資産 13,056 11,613

投資その他の資産 46,397 37,705

固定資産合計 178,629 156,712

資産合計 2,685,109 2,695,132

負債の部

流動負債

買掛金 10,727 10,001

1年内返済予定の長期借入金 4,146 1,644

未払費用 8,005 6,446

未払法人税等 115,896 52,404

未払消費税等 36,465 26,193

契約負債 142,901 142,299

賞与引当金 19,410 9,453

役員賞与引当金 3,000 -

その他 13,909 24,099

流動負債合計 354,464 272,543

固定負債

長期未払金 5,224 5,224

役員退職慰労引当金 33,404 35,726

資産除去債務 4,334 4,334

固定負債合計 42,963 45,285

負債合計 397,427 317,828

純資産の部

株主資本

資本金 473,500 473,500

資本剰余金 179,000 179,000

利益剰余金 1,868,581 1,958,203

自己株式 △233,400 △233,400

株主資本合計 2,287,681 2,377,303

純資産合計 2,287,681 2,377,303

負債純資産合計 2,685,109 2,695,132

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】
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（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自2022年10月１日

至2022年12月31日）

売上高 312,064

売上原価 58,135

売上総利益 253,929

販売費及び一般管理費 71,059

営業利益 182,869

営業外収益

受取利息 6

為替差益 22

営業外収益合計 28

営業外費用

支払利息 4

営業外費用合計 4

経常利益 182,893

税引前四半期純利益 182,893

法人税、住民税及び事業税 49,080

法人税等調整額 6,187

法人税等合計 55,267

四半期純利益 127,625

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】
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当第１四半期累計期間
（自2022年10月１日

至2022年12月31日）

減価償却費 13,433千円

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年12月19日

定時株主総会
普通株式 38,004 3,000 2022年9月30日 2022年12月20日 利益剰余金

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　2022年10月１日　至　2022年12月31日）

１.配当金支払額

（注）2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」につ

いては、当該株式分割前の金額を記載しております。

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自　2022年10月１日　至　2022年12月31日）

　当社は、ＧＮＳＳ補正情報配信サービス等事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

売上高

データ配信サービス 303,415

通信機器 8,648

顧客との契約から生じる収益 312,064

その他の収益 －

外部顧客への売上高 312,064

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当第１四半期累計期間（自　2022年10月１日　至　2022年12月31日）

（単位：千円）
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当第１四半期累計期間
（自2022年10月１日

至2022年12月31日）

１株当たり四半期純利益 10.07円

（算定上の基礎）

四半期純利益（千円） 127,625

普通株主に帰属しない金額（千円） -

普通株式に係る四半期純利益（千円） 127,625

普通株式の期中平均株式数（株） 12,668,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

第５回　新株予約権の数400個

（普通株式400,000株）

　なお、新株予約権の概要は「第

３　提出会社の状況　１株式等の

状況　(2)新株予約権等の状況　①

ストックオプション制度の内容」

に記載のとおりであります。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるた

め、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

　　　２．当社は、2023年２月10日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株

式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。

① 株式分割前の発行済株式総数 14,195株

② 今回の分割により増加した株式数 14,180,805株

③ 株式分割後の発行済株式総数 14,195,000株

④ 株式分割後の発行可能株式総数 56,000,000株

① 基準日公告日 2023年１月25日

② 基準日 2023年２月９日

③ 効力発生日 2023年２月10日

（重要な後発事象）

（株式分割及び単元株制度の採用）

当社は、2023年１月24日開催の臨時取締役会決議に基づき、2023年２月10日付をもって株式分割を行っておりま

す。また、2023年２月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で定款の一部を変更し、単元株制度を採用

しております。

当該内容は、次のとおりであります。

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的

当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100

株とする単元株制度を採用しております。

２．株式分割の概要

（１）分割の方法

2023年２月９日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、

１株につき1,000株の割合をもって分割いたします。

（２）分割により増加する株式数

３．分割の日程

４．１株当たり情報に及ぼす影響
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「１株当たり情報」は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響につ

いては、当該箇所に反映されております。

５．単元株制度の概要

単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。

６．その他

今回の株式分割に関しまして、資本金の額の変更はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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